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  保有個人情報存否応答拒否決定に係る審査請求に対する裁決について（答申） 

 

 

令和４年５月１２日付け広安市第１６号で諮問のあったこのことについては、別添の

とおり答申します。 

 

（諮問第７９号事案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 

 

別添（個人情報関係 諮問第７９号事案） 

 

答 申 書 

 

 諮問のあった事案について、次のとおり答申します。 

 【諮問事案】 

 令和４年５月１２日付け広安市第１６号の諮問事案（諮問第７９号事案） 

 令和３年１１月１５日付けの保有個人情報開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対し、広島市長

（以下「実施機関」という。）が行った、同月２９日付け広島市指令安市第７号の保有個人情報の存否を明

らかにしないで開示請求を拒否した決定（以下「本件存否応答拒否決定」という。）に対する令和４年２月

２８日付け審査請求 

 

１ 審査会の結論 

  実施機関が、本件開示請求に対し行った本件存否応答拒否決定は妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

  審査請求人（以下「請求人」という。）の審査請求書等における主張は、おおむね次のとおりである。 

 ⑴ 審査請求の趣旨 

本件存否応答拒否決定を取り消すとの裁決を求める。 

 ⑵ 審査請求の理由 

  ア 本件存否応答拒否決定は、不当であるから、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（平成１３年法律第３１号。以下「ＤＶ防止法」という。）第１条の規定に該当しない（婚姻継

続中、精神的・身体的暴力を繰り返す等してドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。）

に及んだことはない。子供の面前ＤＶもない。）。請求人はＤＶ加害者ではなく、請求人の個人情報を

部分開示しないのは、違法である。 

  イ 他人の個人情報の請求でなく、自分の個人情報の開示を求めている。部分開示されなければ、請求

人の個人情報の権利が守れない。また、修正等手続もできない。 

ウ ＤＶ支援の申立人本人の生命等を害する具体的な事情があると認めることはできず該当しない。 

  エ 実施機関がＤＶ支援措置を実施し、ないし延長していることはそもそも誤りであるから、その有効

な存在を前提とする本件存否応答拒否決定は、取り消されるべきである。 

  オ ＤＶ被害者の意見は聴きＤＶ防止法の手続をし、加害者には一度も聴聞など意見を聴くことはな

く手続された。 

  カ ＤＶ支援措置を申し出た者が真にＤＶの被害者であり、配偶者がその加害者であるかは、慎重に判

断される必要があるが実施されていない。 

  キ ＤＶ支援措置を延長するかどうかを、申出があったときも、ＤＶ支援措置を申し出た者が真にＤＶ



 

２ 

 

の被害者であり、配偶者がその加害者であるかは、慎重に判断される必要があるが実施されていない。 

  ク 別居以来、配偶者の住所を知らず、対面して会う機会を持ったことが一切ない。したがって、配偶

者にＤＶ被害が生じたことはない。 

  ケ 請求人に裁判所の保護命令が発出された事実がない。 

  コ 支援措置開始から相当の時間が経過している。 

  サ 判決事例（本来、ＤＶ支援制度は、相当緩やかな認定判断に基づいて仮の支援措置を講じて被害者

の安全をまず確保した上で、加害者とされる者の意見聴取をする等加害者の手続保障を図り、その結

果に応じて、簡易迅速な見直しができる制度とすることが望ましい。） 

  シ ＤＶ支援の被害者の保護を図ることとは、ＤＶ防止法を利用し、実子誘拐し、親権をとるために、

子供との面会を阻止することを利用するためにある法なのか。今回利用されている。 

    ＤＶ被害者として誇張された場合の、確認する義務があったが確認されていない。 

  ス 未成年者の利益確保がされていない。 

    家から離れたくない子供の意見表明権がないがしろにされている。以上の内容で子供の意見表明

する場所が全くない。 

    子供の最善の利益のために行動し、徳を得ることをしないか。今のままであれば、必ず返ってくる。

私は子供のために最善を尽くす。 

  セ ＤＶ支援申立者は、キッチンドランカーであり、窃盗も繰り返し、何度も警察に逮捕されており、

また、子供にきつく当たるといつも後悔していた。児童虐待の疑いがあるので、併せて通報する。ど

んな場面でも公共機関は通報の義務、告発の義務がある。 

 

３ 実施機関の主張要旨 

  実施機関の説明書における主張は、おおむね次のとおりである。 

  本件存否応答拒否決定をしたのは、本件開示請求に係る保有個人情報が存在するか否かを明らかにす

るだけで、広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条例第４号。以下「条例」という。）第１１条第

２号の不開示情報を開示し、同号が保護しようとしている個人の権利利益を侵害することとなるためで

ある。 

 

４ 審査会の判断理由 

  当審査会としては、必要な調査を行い、条例に則して検討した結果、以下のとおり判断する。 

 

 ⑴ 本件存否応答拒否決定に係る保有個人情報について 

  ア 請求人が本件開示請求により請求した保有個人情報は、本籍がＡとなっている請求人に関するＤ

Ｖ防止法等の手続に関する全ての情報である。 

  イ 一般に、本件開示請求の対象となる保有個人情報としては、ＤＶ等被害者からの申出に基づいて行

われるＤＶ等支援措置に関する一連の公文書に記載された保有個人情報が該当すると考えられる。 

  ウ 一方で、本件開示請求に係る請求人の主張からすると、本件開示請求の趣旨は、請求人を関与者と
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した申出に基づいて行われるＤＶ支援措置に関する情報の開示を求めるものであると認められる。 

  エ 実施機関は、本件開示請求に係る保有個人情報が存在するか否かを明らかにするだけで、条例第１

１条第２号の不開示情報を開示し、同号が保護しようとしている個人の権利利益を侵害することと

なるとして、本件存否応答拒否決定を行っているため、その妥当性について、以下検討する。 

 

 ⑵ 条例第１４条の規定について 

   条例第１４条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答え

るだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかに

しないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。 

 

⑶ 条例第１１条第２号の規定について 

   条例第１１条柱書は、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者

に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。」と規定し、同条第２号は、不開示情報として、

「開示請求者以外の個人に関する情報（中略）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の

記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することに

より、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請求者

以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権

利利益を害するおそれがあるもの」と規定している。 

   ただし、条例第１１条第２号ただし書の規定により、次の情報は不開示情報から除くこととされてい

る。 

   ア 法令の規定により開示請求者が閲覧することができることとされている情報 

   イ 開示することについて、当該個人が同意していると認められる情報 

   ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 

   エ 当該個人が公務員等（中略）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報である

ときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

 

 ⑷ 本件存否応答拒否決定の妥当性について 

  ア 条例第１１条第２号柱書前段及び後段の該当性について 

    (ア) 配偶者からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者（以 

下「ＤＶ等被害者」という。）を保護するため、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳 

事務におけるＤＶ等支援措置を申し出て「ＤＶ等支援対象者」となることにより、加害者からの 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付の請求・ 

申出があっても、これを制限し、又は拒否する措置（ＤＶ等支援措置）が講じられることとなっ 

ている。 

(イ) 条例第９条に基づき特定のＤＶ等支援措置に係る情報について開示請求がなされた場合におい
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て、特定のＤＶ等支援措置に関する情報を開示することは、条例第１１条第２号柱書前段に規定す

る開示請求者以外の個人に関する情報を明らかにすることになり、ＤＶ等支援措置の申出がＤＶ、

ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者のみからなされるものであること

から、容易にＤＶ等支援対象者を推知され得る場合があることも否定しえない。 

(ウ)    また、実施機関にＤＶ等支援措置について確認したところ、ＤＶ等支援対象者に係る住民票の写

し等及び戸籍の附票の写しについて加害者からの交付の請求等に対して拒否した場合においてそ

の理由の説明を求められたときは、ＤＶ、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の

いずれかに基づくＤＶ等支援措置が取られていることを説明することとしており、通常の取扱い

としては、ＤＶ等支援措置がＤＶに基づくものか、他の理由に基づくものかまでは説明していない

とのことである。 

   (エ)  しかしながら、前記(ア)に記載のとおりＤＶ等支援措置はＤＶ等被害者のみが申し出ることができ

るものであり、申出書にはＤＶ等支援措置に関する情報が含まれるものであるため、ＤＶ等支援措

置に関する情報は、個人の人格と密接に関連する情報であり、公にされていないこのような情報を

明らかにした場合、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないとしても、なお開示請

求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められ、条例第１１条第２号柱書後段に該

当する。 

     

イ 条例第１４条の該当性について 

    (ア) 以上のとおりＤＶ等支援措置の申出はＤＶ等被害者のみがなし得るものであることから、請求人

が要求している情報の存否を明らかにすること自体がＤＶ等支援措置に関する情報の一部を明らか

にすることになり、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められる。 

    (イ) よって、実施機関が、本件存否応答拒否決定を行ったことは妥当である。 

(ウ) なお、住民票の写し等の交付申請、住民票の閲覧申請、戸籍の附票の写しの交付申請等に対する

決定は、いずれも、行政手続法（平成５年法律第８８号）の申請に対する処分に該当することから、

それらの申請を拒否するに当たっては、同法第８条により、理由の提示が義務付けられている。そ

して、それらの処分に不服がある場合には、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく

審査請求及び行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）に基づく取消訴訟の提起が可能である

ことから、別の救済手続の途が保障されているというべきである。 

 (エ) また、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為

の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する裁判所との連携について（平

成３０年１２月３日付け総行住第１９９号総務省自治行政局住民制度課長通知）」によれば、市区

町村においては、「加害者から裁判所に提出する必要があるとの理由により被害者に係る住民票の

写し等の交付の請求又は申出があり、加害者の請求又は申出に特別の必要があると認められる場合

には、裁判所に直接、住民票の写し等を交付する等の方法によるのではなく、裁判所からの調査嘱

託に対応する方法によること。また、加害者に対しては、住民票の写し等を交付することはできな

いこと及び住民票の写し等が交付されない場合の対応方法については裁判所において手続の教示
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を受けられることを説明した上で、具体的な手続については裁判所に相談するよう案内すること。」

とあることから、加害者とされた者が被害者を被告として訴訟の提起等する場合において被告等の

住所を住居所不明と記載し訴状等を提出するという方法も存在していることが分かる。 

(オ) 以上により、本件存否応答拒否決定により、不当に請求人の権利利益が侵害されることはない。 

 

⑸  請求人のその他の主張について 

   請求人は、その他種々の主張をしているが、これらは、いずれも当審査会の判断を左右するものでは 

ない。 

 

⑹  結論 

以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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別紙 

 

審査会の処理経過 

 

年 月 日 処 理 内 容 

Ｒ４．５．１２ 
広安市第１６号の諮問を受理 

（諮問第７９号で受理） 

Ｒ４．８．１２ 

（第１回審査会） 
第１部会で審議 

Ｒ４．９．９ 

（第２回審査会） 
第１部会で審議 

Ｒ４．１０．１４ 

（第３回審査会） 
第１部会で審議 

Ｒ４．１１．１１ 

（第４回審査会） 
第１部会で審議 

Ｒ４．１２．９ 

（第５回審査会） 
第１部会で審議 

Ｒ５．１．１３ 

（第６回審査会） 
第１部会で審議 

Ｒ５．２．１０ 

（第７回審査会） 
第１部会で審議 
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